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福島地方環境事務所 職員：548人※令和３年度定員

総合調整、庶務、広報 、経理･契約

浜通り北支所

（南相馬市）

除染、仮置場対策、災害がれき処理、建物解体、指定廃棄物処理の推進

放射性物質環境汚染特別措置法等の施行
• 除染等の措置等、汚染された廃棄物等の処理、中間貯蔵施設の整備 等
• 対象地域：福島県、宮城県、岩手県の５０市町村

環境再生プラザ （福島県と協働）除染等に関する情報の発信、専門家派遣等

中間貯蔵施設等の整備推進

放射線リスクコミュニケーション
相談員支援センター

相談員の活動を支援（研修・専門家派遣など）

福島地方環境事務所（福島市）

総務部

総務課、渉外広報課、企画課、経理課

環境再生・廃棄物対策部

環境再生・廃棄物対策総括課、環境再生課、仮置場対策課、廃棄物対策課

中間貯蔵部

中間貯蔵総括課、工務課、輸送課、管理課、中間貯蔵施設整備推進課、土壌再生利用推進課、用地企画課、用地補償課

リプルンふくしま 特定廃棄物埋立処分事業に関する情報の発信、体験学習

中間貯蔵工事情報センター 中間貯蔵施設工事の進捗や安全への取組に関する情報の発信

県北支所
（福島市）

県中・県南
支所

（郡山市）

県中・県南
支所富岡分室

（富岡町）

浜通り
南支所

（広野町）

浜通り
北支所

（南相馬市）

浜通り北支所
浪江分室
（浪江町）

中間貯蔵施設
浜通り事務所
（いわき市）

放射線健康
管理事務所
（いわき市）

特定廃棄物
埋立処分施設
管理事務所
（富岡町）

福島地方環境事務所の業務と体制
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福島地方環境事務所の主な業務
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環境再生事業・中間貯蔵事業の推進
・中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送

10月末時点で輸送累計1203万㎥達成（→P3）

・仮置場原状回復
総数1374箇所中884箇所で原状回復完了（→P4）

・中間貯蔵施設での除去土壌等の処理・貯蔵
10月末時点で用地面積78.4%取得 （→P5,6）

・特定復興再生拠点区域における除染及び家屋解体等
9月末時点で拠点内の除染89％、解体80％（→P7,8）

・再生利用の推進 長泥実証事業
今年度より盛土工事と水田での機能確認試験を実施（→P9,10）

廃棄物の処理
・汚染廃棄物対策地域11市町村における災害廃棄物等の処理

9月末時点で仮設焼却炉で131万トンを処理（→P11）

・福島県内の特定廃棄物等の埋立処分施設への輸送・最終処分
10月末時点で20万袋を特定廃棄物埋立処分施設に搬入（→P12,13）

福島再生・未来志向プロジェクトの推進
・脱炭素×復興まちづくりの先進地創出

浜通り自治体の脱炭素計画策定・機器導入の支援等（→P14）



○ 中間貯蔵施設への搬入にあたっては、安全を第一に、地域の理解を得ながら、輸送を実施する。
○ 2021年度は、年度末までに、県内に仮置きされている除去土壌等（帰還困難区域のものを除く）※の概ね搬入完了を

目指すとともに、特定復興再生拠点区域において発生した除去土壌等の搬入を進める。
○ これまでに約1,203万㎥の除去土壌等を中間貯蔵施設に輸送した。（2021年10月末時点）

※仮置場等での保管量と搬入済量との合計：約1400万㎥
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中間貯蔵施設に係る当面の輸送の状況

（注）2022年度以降は、主に特定復興再生拠点区域における除染等に伴って生じた除去土壌等の輸送を行う予定



○ 福島県内の除去土壌等の保管量は、約230万㎥※に減少。
※ 国管理は2021年９月末時点、市町村管理は2021年６月末時点の合計。保管物１袋当たりの体積を１㎥として算出。

○ 2020年度は、仮置場288箇所の原状回復を完了。2021年度は、180箇所程度の原状回復完了を目指す。

【搬出・原状回復のイメージ】

仮置場での保管 原状回復完了

（写真：二本松市提供）

地権者等による営農再開

中間貯蔵施設等への搬出・仮置場の原状回復

【原状回復した仮置場数の累計（一部試算）】
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福島県内の仮置場の原状回復の進捗状況
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中間貯蔵施設（施設の位置）

用地取得は、全体の8割弱（全体約1,600haのうち、約1,254ha。民有地については
9割超。）の契約に至る（2021年10月末時点）など、着実に進捗。 5

○福島県内では、除染に伴う放射性物質を含む土壌や廃棄物等が大量に発生。

○中間貯蔵開始後、30年以内の県外最終処分までの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中
間貯蔵施設の整備が必要。

○施設では、福島県内の除染に伴い発生した除去土壌や廃棄物、10万Bq/kgを超える焼却灰等を貯蔵。

凡例

運搬ベルトコンベア



土壌貯蔵施設の整備状況

：土壌貯蔵施設

凡 例
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2021年7月5日撮影

約230m

受入・分別施設

中継テント

大熊①工区

受入・分別施設（②工区）

2021年7月5日撮影

約720m

中継テント

大熊②工区

約130m

2021年7月2日撮影 双葉①工区

ダンピングテント
（③工区）

約410m

2021年7月2日撮影 双葉②工区

ダンピングテント



○ 帰還困難区域内については、福島復興再生特別措置法に基づき市町村長が特定復興再生拠
点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染、インフラ等の整備）に関する計画を作成し、
これを内閣総理大臣が認定。計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す。

○ 計画が認定されたすべての町村（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村）にお
いて、家屋等の解体・除染等工事を実施中。

帰還困難区域における取組
（特定復興再生拠点区域の除染・家屋解体等）

先行除染済
（約147ha）

先行除染済
（約40ha）

双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）

先行除染済
（約147ha）

大熊町（2017.11.10認定、約860ha ） 浪江町（2017.12.22認定、約660ha）

先行除染実
施中

（約44ha）

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）

先行除染済
（約44ha）

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）

避難指示解除区域

国道399号

避難指示解除区域
大川原地区・中屋敷地区

飯舘村（2018.4.20認定、約190ha）

2020年3月4日解除済 2020年3月5日解除済

2020年3月10日解除済

2022年春頃避難指示解除予定 2022年春頃避難指示解除予定 2023年3月避難指示解除予定

2023年春頃避難指示解除予定 2023年春頃避難指示解除予定 2022年春頃避難指示解除予定 7



特定復興再生拠点の位特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体の進捗状況

町 村 名 避難指示解除目標 除染進捗 解体進捗

双葉町 2022年春頃 約87％ 約84％

大熊町 2022年春頃 約89％ 約83％

浪江町 2023年3月 概ね完了 約63％

富岡町 2023年春頃 約80％ 約85％

飯舘村 2023年春頃 概ね完了 解体申請受付終了

葛尾村 2022年春頃 概ね完了 解体申請受付終了
 注１）除染進捗（％）は、当該町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画範囲にある除染対象箇所を集約した面積（飯舘村は実証事業区域を除く）に対する、除染実施面積の割合。
 注２）除染進捗は速報値のため、今後の精査によって変わりうる。
 注３）解体進捗（％）は、解体申請件数に対する、解体実施件数の割合。

○ 2020年3月14日のJR常磐線全線開通に伴い、双葉町は同年3月4日、大熊町は同年3月5日、富岡町は同年3月10
日に、特定復興再生拠点区域の一部の避難指示を先行して解除。

○ 特定復興再生拠点区域における除染等工事全体の進捗は約89％、家屋等の解体の進捗は約80％で、各町村に
おける進捗状況は以下のとおり（2021年9月末時点）。

解体前 解体中 解体後(

双
葉
町)

双
葉
町
体
育
館

(

大
熊
町)

大
野
幼
稚
園

除染前 除染中 除染後
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盛土実証ヤードの状況ビニールハウスでの栽培状況

○ 2020年６月から農地造成のための準備工事を開始。2021年４月から盛土工事に着手。
○ 栽培実験として、2020年度は、覆土なしでの栽培も含めた、食用作物等の栽培を実施し、生育

性・安全性を確認。食用作物の放射能濃度の測定の結果は、一般食品の放射能濃度の基準値
である1キログラム当たり100ベクレルよりも十分低い値であった（0.1～2.3Bq/kg）。

○ また、2021年度は、栽培実験を継続するとともに、水田の機能を確認するための試験を実施。

飯舘村における環境再生事業の概要

9

再生資材化プラント

農地造成の様子

【整備規模】農地造成エリア：３４ha（今後変更となる場合がある）
※盛土量等については、今後の計画により具体化する。

拡大図



飯舘村における環境再生事業スケジュール

ビニールハウスでの栽培状況
（2021年7月撮影）

盛土実証ヤードにおける採取の状況
（ 2021年7月撮影）
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　　　　　　復興再生計画期間：平成30年4月20日～平成35年5月31日（令和5年5月31日）

　　　▼6/9契約

準備工事

盛土造成工事

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
（令和２年度) （令和３年度) （令和４年度) （令和５年度) （令和６年度)

ほ場整備
土地改良・補完工事

換地処分

飯
舘
村

環
境
省

調査・設計・発注手続き

農地造成
事業

※実証事業の結果
を踏まえ実施

水田の機能を確認するための試験


全体ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

				令和２・３・４・５年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事の概要　（受注者：大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体） レイワ ネンド イイタテムラ ナガ ドロ チク カンキョウ サイセイ ジギョウ モリドナド コウジ ガイヨウ ジュチュウシャ















				（１）平面位置図 ヘイメン イチ ズ

				平面位置図 ヘイメン イチズ











																																												※ストックヤードは、必要に応じ
　増設していく予定 ヒツヨウ オウ ゾウセツ ヨテイ

















				（２）スケジュール及び工事 オヨ コウジ



										2020年度 ネンド								2021年度 ネンド								2022年度 ネンド								2023年度 ネンド								2024年度 ネンド

										（令和２年度) レイワ ネンド								（令和３年度) レイワ ネンド								（令和４年度) レイワ ネンド								（令和５年度) レイワ ネンド								（令和６年度) レイワ ネンド

										　　　　　　復興再生計画期間：平成30年4月20日～平成35年5月31日（令和5年5月31日）

				環境省 カンキョウショウ		調査・設計・発注手続き チョウサ セッケイ ハッチュウ テツヅ

										　　　▼6/9契約 ケイヤク



						農地造成
事業
※実証事業の結果
を踏まえ実施 ノウチ ゾウセイ ジギョウ

								準備工事 ジュンビ コウジ





								盛土造成工事 モ ド ゾウセイ コウジ





						水田の機能を確認するための試験 スイデン キノウ カクニン シケン



				飯舘村 イイタテムラ		ほ場整備		土地改良・補完工事 トチ カイリョウ ホカン コウジ





								換地処分 カンチ ショブン







				（３）作業内容 サギョウ ナイヨウ

										2020年度 ネンド								2021年度 ネンド								2022年度 ネンド								2023年度 ネンド								2024年度 ネンド



				盛土造成エリアの状況 モリド ゾウセイ ジョウキョウ								準備工事 コウジ						盛土造成工事 モ ド ゾウセイ コウジ

												（除草作業や土留めの擁壁設置等） ジョソウ サギョウ ドド ヨウヘキ セッチ トウ













				再生資材化 サイセイ シザイカ								再生資材化施設設置 サイセイ シザイカ シセツ セッチ						稼働 カドウ						　　　



																														※再生資材製造完了時期まで サイセイ シザイ セイゾウ カンリョウ ジキ



				土壌の輸送 ドジョウ ユソウ						・飯舘村内の仮置場等にある除去土壌を、順次、長泥のストックヤードに運搬 イイタテムラ ナイ カリ オキバ トウ ジョキョ ドジョウ ジュンジ ナガ ドロ ウンパン









長泥地区

飯舘村内の仮置場から長泥地区へ運んだ5,000Bq/kg以下の除去土壌を再生資材化し、
その土壌(再生資材)により、農地造成を行います。



Sheet1

		飯舘村実証事業における実施事項等について イイタテムラ ジッショウ ジギョウ ジッシ ジコウ ナド

		項目 コウモク								目的 モクテキ		実施内容 ジッシ ナイヨウ		成果等 セイカ ナド		実施箇所 ジッシ カショ		備考 ビコウ

		実証事業 ジッショウ ジギョウ		再生資材化 サイセイ シザイカ						再生資材化を行う工程上において放射線に関する取り扱い方法について技術的検討を行い放射線に関する安全性を確認 サイセイ シザイカ オコナ コウテイジョウ ホウシャセン カン ト アツカ ホウホウ ギジュツテキ ケントウ オコナ ホウシャセン カン アンゼンセイ カクニン		本設の100mテント内で、飯舘村特有の帰還困難区域および粘性土主体の除去土壌（約1,000袋）を再生資材化し盛土造成を行う。
①各過程における放射線測定等を行い、放射線安全性について評価を行う。
②分別作業における更なる効率化を追求するための調査を行う（処理能力の確認、機械の分別状況把握など）。
③農地造成の盛土材としての品質の確認。 ホンセツ ナイ イイタテムラ トクユウ キカン コンナン クイキ ネンセイ ド シュタイ ジョキョ ドジョウ ヤク フクロ サイセイ シザイカ モ ド ゾウセイ オコナ カク カテイ ホウシャセン ソクテイ ナド オコナ ホウシャセン アンゼンセイ ヒョウカ オコナ		(1)帰還困難区域における放射線に関する安全性、農地造成に関する事項等の『再生利用の手引き』への追加反映。

(2)飯舘村で今後実施する本格事業における再生資材化施設の合理的な設計への反映。

(3)飯舘村で実施する本格事業における農地造成時の品質管理への反映。 キカン コンナン クイキ ホウシャセン カン アンゼンセイ ノウチ ゾウセイ カン ジコウ ナド サイセイ リヨウ テビ ツイカ ハンエイ イイタテムラ コンゴ ジッシ ホンカク ジギョウ サイセイ シザイカ シセツ ゴウリテキ セッケイ ハンエイ イイタテ ムラ ジッシ ホンカク ジギョウ ノウチ ゾウセイ ジ ヒンシツ カンリ ハンエイ		VOREWS

										農地造成盛土材としての品質を確保するためのあり方について技術的検討を行い再生資材の管理方法等利用促進に向けた技術的整備を進める ノウチ ゾウセイ モ ド ザイ ヒンシツ カクホ カタ ギジュツテキ ケントウ オコナ サイセイ シザイ カンリ ホウホウ ナド リヨウ ソクシン ム ギジュツテキ セイビ スス

										試験栽培を実施するための盛土を設置 シケン サイバイ ジッシ モリツチ セッチ		仮設の40mテント内で、約350袋の除去土壌を再生資材化し、盛土造成を行う。 カセツ ナイ ヤク フクロ ジョキョ ドジョウ サイセイ シザイカ モ ド ゾウセイ オコナ		ー				軟弱地盤対策の追加および計画通知対応（建築確認手続き）等を考慮し、最短で盛土造成を行う方法 ナンジャク ジバン タイサク ツイカ ケイカク ツウチ タイオウ ケンチク カクニンテツヅ ナド コウリョ サイタン モ ド ゾウセイ オコナ ホウホウ

				試験栽培 シケン サイバイ		資源作物他 シゲン サクモツ タ		ポット栽培 サイバイ		①栽培による放射線安全性の確認および再生資材からのセシウム移行の確認
②持続可能な農業手法の検討
③試験栽培区域の安全管理 サイバイ ホウシャ セン アンゼンセイ カクニン サイセイ シザイ イコウ カクニン ジゾク カノウ ノウギョウ シュホウ ケントウ シケン サイバイ クイキ アンゼン カンリ		資源作物（ジャイアントミスカンサス，ソルガム、アマランサス）のポットによる栽培を実施し、移行係数のデータを取得し評価を行う。
※土壌種：覆土材、覆土材＋再生土壌、再生土壌 ジッシ イコウ ケイスウ シュトク ヒョウカ オコナ ドジョウ シュ フクド ザイ フクド ザイ サイセイ ドジョウ サイセイ ドジョウ

												資源作物（ソルガム、ジャイアントミスカンサス）覆土材と再生土壌を農地造成と同規模でアクリルパイプを用いて栽培し、移行係数のデータを取得し評価を行う。 シゲン サクモツ フクド ザイ サイセイ ドジョウ ノウチ ゾウセイ ドウ キボ モチ サイバイ イコウ ケイスウ シュトク ヒョウカ オコナ

								ハウス栽培 サイバイ

								露地栽培 ロジ サイバイ

						食用作物 ショクヨウ サクモツ		ポット栽培 サイバイ

								露地栽培(1) ロジ サイバイ

								露地栽培(2) ロジ サイバイ
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○ ９市町村（11施設）において仮設焼却施設を設置しており、それぞれの進捗状況は下表のとおり。2021年9月末までに
約131万トン（除染廃棄物を含む）を処理済。

○ 現在稼働している仮設焼却施設においては、環境モニタリング（※1）を実施しており、排ガス中の放射能濃度が検出
下限値未満であること等を確認している。

※処理済量については、除染廃棄物も含み、（）内はうち災害廃棄物等の処理済量。

(※1) 環境省放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト <http://shiteihaiki.env.go.jp/>

立地地区 進捗状況
処理
能力

処理済量
(2021年9月末時点)

浪江町 稼働中(2015年5月より) 300t/日 約291,000トン(約189,000トン)

大熊町 稼働中(2017年12月より) 200t/日 約87,000トン(約41,000トン)

双葉町 稼働中(2020年3月より) 350t/日 約56,000トン(約18,000トン)

葛尾村

災害廃棄物等の処理完了

200t/日 約131,000トン(約37,000トン)

楢葉町 200t/日 約77,000トン(約32,000トン)

川内村 ７t/日 約2,000トン(約2,000トン)

飯舘村
(小宮地区)

５t/日 約2,900トン(約2,900トン)

飯舘村
(蕨平地区)

240t/日 約257,000トン(約54,000トン)

富岡町 500t/日 約155,000トン(約55,000トン)

南相馬市 400t/日 約214,000トン(約91,000トン)

川俣町 既存の処理施設で処理
（処理完了）

－ －

田村市 － －
帰還困難区域

汚染廃棄物対策地域 仮設焼却施設

福島
第一
原発

福島
第二
原発2020年３月10日時点

特定廃棄物の処理
（国直轄による福島県（対策地域内）における仮設焼却施設の設置状況）
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福
島

第
一

原
発
福
島

第
二

原

埋立地
(上流側)

埋立地
(下流側)

浸出水処理施設

浸出水調整槽

○2013.12.14 国が福島県・富岡町・楢葉町に受入れを要請

○2015.12.4 県・富岡町・楢葉町から国に対し、事業を容認する

旨、伝達

○2016. 4.18 管理型処分場を国有化

○2016. 6.27 国と県、両町との間で安全協定を締結

○2017.11.17 搬入開始

○2018. 8.24 特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」開館

○2019 3.20 特定廃棄物等固型化処理施設稼働

特定廃棄物固型化処理施設

特定廃棄物埋立情報館
「リプルンふくしま」

特定廃棄物埋立処分施設

○ 対策地域内廃棄物等（10万Bq/kg以下）：約6年

○ 福島県内の指定廃棄物（10万Bq/kg以下）：約6年

○ 双葉郡8町村の生活ごみ：約10年

○ なお、10万Bq/kg超は中間貯蔵施設に搬入

埋立対象物・搬入期間

○ 既存の管理型処分場（旧フクシマエコテッククリーン

センター）を活用

○ 富岡町に立地（搬入路は楢葉町）

○ 地元との調整の結果、施設を国有化

○ 最終処分場としての位置づけ

施設の概要

これまでの経緯

関連施設について

※特定廃棄物とは、対策地域内廃棄物と指定廃棄物を指す。

１

２

３

１

２ ３

楢葉町

富岡町

至

第
2
原
発

国道６号

常磐道

１

２

３

○ 特定廃棄物埋立処分事業について、2017年11月17日に特定廃棄物等を搬入開始。
○ これまでに200,932袋搬入済み。（2021年10月末時点）
○ 搬入開始前後のモニタリング結果において、空間線量率等の特異的な上昇は見られていない。

1.受入れ・保管 →  2.固型化処理 → 3.養生 →  4.保管・搬出

３

2020年３月10日時点

管理型処分場を活用した特定廃棄物埋立処分事業の状況
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① 双葉郡内の住民の日常生活に伴って生じたごみその他の一般廃棄物

② 双葉郡内において実施されるインフラ整備等の各種事業活動に伴って生じた
産業廃棄物及び事業系一般廃棄物

③ 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う被災建物等解体撤去
等に伴って生じた特定廃棄物

最終処分する廃棄物の種類

現況写真（2019年７月24日撮影）

【クリーンセンターふたばの現状】
設置場所 大熊町小入野(こいりの)
設置者 双葉地方広域市町村圏組合
東日本大震災前まで、産業廃棄物最終処分場及
び双葉郡の一般廃棄物最終処分場として活用さ
れてきた。福島第一原子力発電所事故の影響に
より休止している。

東京電力
福島第一

原子力発電所

中間貯蔵施設
区域

クリーンセンター
ふたば

クリーンセンターふたばを活用した埋立処分

双葉地方広域市町村圏組合が所有する管理型処分場「クリーンセンターふた
ば」を下記の廃棄物の最終処分場として使用すること等について、同組合、福
島県及び環境省との間で合意し、2019年8月5日に基本協定を締結。環境省に
おいて、2020年12月から約２年かけて整備予定。
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○第2期復興・創生期間を迎え、福島県が本格的な復興・再生に向けたステージへ歩みを進めるこの機会に、環境省としてなす
べき取組を、「ふくしま、次の10年へ」と題して取りまとめ。

○ 東日本大震災から10年の節目を越え、福島の本格的な復興・再生という次のステージに向け、環境省と福島県の連携協力協
定やふくしまグリーン復興構想の下、未来志向の新たな環境施策に連携して取り組む。

●大熊町における榊栽培を想定した営農型太陽光発電に係るFS
対象地域：大熊町
事業概要：太陽光パネル下で、榊栽培を長期（15

年間以上を想定）にわたり営農するた
めの栽培システム構築など、営農型太
陽光発電に係る調査及び検討を行う。

■FS事業

■計画・導入補助事業

対象地域：楢葉町
事業概要：ならはスカイアリーナへの太陽

光発電、蓄電設備導入に向けた
基本設計等

ソーラーシェアリング イメージ図

ならはスカイアリーナ

●楢葉町屋内体育施設太陽光発電設備導入計画事業

環境先進地域へのリブランディング

福島・環境再生の記憶の継承

■FUKUSHIMA NEXT

2021年度の取組例

■チャレンジ・アワード

FUKUSHIMA NEXT４月新聞広告

福島において、環境の視点から地域
の強みを創造・再発見する未来志向
の取組を実施する方々を県内外の
様々なメディアで発信。

福島にゆかりのある学生を対象とし、
福島のこれまでとこれからのアイデ
アや想いを募集。

脱炭素×復興まちづくりの先進地創出

未来志向の新たな環境施策の展開
～ふくしま、次の10年へ～
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